
Condition Based Maintenance(CBM)への移行
～開放検査周期の延長拡大～

令和元年11月20日
経済産業省

産業保安グループ
高圧ガス保安室

資料４－１．高圧ガス保安の向上に向けた取組について



 石油・化学プラントにおいて、生産性の向上や安全・安定的な操業の維持が求められる中、プラント設備の高
経年化や若手の経験不足、ベテラン従業員の引退による保安力の低下が大きな課題。

 こうした課題に対し、IoTやAI、ビッグデータ、ロボット等の第四次産業革命により進展した先進技術を活用
し、データ収集や分析（事故予兆等）によるプラントの安全性や生産性の向上が可能となっており、更なる
保安業務の合理化が期待されている。

背景

1

セキュリティマニュアル

データ契約ガイドライン

先進技術の活用

防爆ガイドライン

ドローン活用ガイドライン

IoT/AI人材育成講座

ルール整備・人材育成
スーパー認定事業者制度

自動飛行

音・画像解析
(回転機・腐食)

音解析
(パイプつまり)

ドローン撮影
画像のAI解析

腐食環境モニタリング
プラントの安全
性・生産性の向上



 プラント設置時における規制については、詳細な仕様や特定の数値等で定める「仕様規定」から、保安上必
要な性能を定めた「性能規定」へと改正し、急速に進む技術革新への迅速かつ柔軟な対応と、事業者よる自
主保安の促進を実現する規制体系へシフトさせてきた。

 昨今の技術の進展により、データの定点かつ高精度な取得を通じ、設備状態 （＝Condition）の把握・
分析が可能になったことから、運転時における規制体系も変えていく必要がある。

仕様規定
＝構造等の詳細な仕様、満たすべき特定の数値等を規定

性能規定
＝保安の確保上必要な性能等を規定

製造等の
技術基準

定期検査の
基準

運転後の規制

運転前の規制

例②【設備の耐震設計】サイトスペシフィック地震動の
採用を可能に

Condition Based Maintenance 
＝ 「状態」に基づく検査周期の設定

例④【可燃性ガス貯槽の表示】貯槽直径の1/10
以上の幅で帯状に赤色表示又はガス名称を
朱書き

例②【設備の耐震設計】一定の地域単位で定め
られた係数を用いた地震動

例④【可燃性ガス貯槽の表示】可燃性ガスであることが
容易に識別することができるような措置

構造、位置、部材、
耐久性、耐震性

検査方法、検査時期

Time Based Maintenance 
＝定期的な開放検査を義務づけ

例③【緊急遮断】液化ガス貯槽外面から10m以
上離れた位置において操作することができ
る緊急遮断装置

例①【設備の強度】常用の圧力の２倍の圧力で
降伏を起こさないような肉厚

例③【緊急遮断】安全に、かつ、速やかに遮断するため
の措置

例①【設備の強度】圧力、温度、形状等を踏まえ、十分な
強度を有するもの

開放検査周期：余寿命×0.5 （or 0.8）年（最大12年）

高圧ガス保安規制の変遷

従来
（定量的基準）

現在・今後
（定性的基準）

技術革新への
迅速な対応

自主保安の促進
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＝設備の劣化傾向を連続的又は定期的に監視、把握しながら
設備の寿命などを予測し、次の整備時期を決める方式。

運転時における規制体系の移行～TBMからCBMへ～
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Time Based Maintenance (TBM)

Condition Based Maintenance (CBM)

“時間”で画一的に区切ったメンテナンス”

“状態に基づいたメンテナンス”

→ CBMへの転換の一環として開放検査周期の延長拡大を検討

＝あらかじめ定めた周期ごとに整備を行う方式。
例） ◆設備停止検査：連続運転を停止して実施するもの。

周期 一般事業者 ：基本１年
認定事業者 ：通常２年（４年／６年も可）
スーパー認定事業者：最大８年

◆開放検査 ：設備停止後、設備の内部を検査するもの。
周期 一般事業者 ：基本３年

認定事業者 ：最大１２年
スーパー認定事業者：最大１２年

 従来の“時間（＝time）” に区切った画一的なメンテナンスから、設備の“状態（＝Condition）” に
基づいた新しいメンテナンスを制度上取り込んでいく。

 こうしたメンテナンス手法の転換により、より安全で効率的な保安管理を実現し更なる自主保安を促進。



 開放検査とは、設備（塔、貯槽等）を停止し、設備の内部から目視検査、非破壊検査等を行い、
設備の健全性確認を行うもの。定められた周期で実施されている。

 認定事業者・スーパー認定事業者に対しては、民間規格（KHK/PAJ/JPCA S 0851）に基づいて、
開放検査周期の設定手順が定められている。具体的には、設定損傷パターンを分類し、運転中に安全を維
持できるかを評価し、開放検査周期を定めることとしている。

 一般の事業者の周期は基本3年、認定事業者・スーパー認定事業者は最大12年と限定されている。

現状の開放検査周期のルール
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•設備の材質、設計時の運転条件（圧力、温度、流量、流体成分
等）、検査記録等から設備の損傷パターンを特定

•損傷パターンの分類：①減肉（各種腐食等）、②クリープ損傷
等、③応力腐食割れ等

Step1 損傷パターンの分類

•特定された損傷パターンが余寿命予測可能であるかを判定
•運転開始後、２回以上の開放検査実績を踏まえ、5回以上の肉厚
測定のデータを用いて余寿命（あとどれくらい保つか）を算定

Step2 運転中に安全を維持できるかの評価

•余寿命×0.5（or 0.8 検査時期設定係数）＝次回の開放検査時期
（ただし、最大12年と限定されている＝TBM）

Step3 開放検査周期決定
（参考：KHK/PAJ/JPCA S 0851(2014） 高圧ガス設備の供用適
性評価に基づく耐圧性能及び強度に係る次回検査時期設定基準）

減肉速度

余寿命
全寿命

時間

限界厚さ

余寿命×0.5

評価の実施

次回検査時期：最大１２年

厚
さ

開放検査周期設定の手順
（KHK/PAJ/JPCA S 0851(2014)）

次回検査時期の設定例
（損傷が減肉で検査時期設定係数＝0.5の場合）



 技術の進展によるセンサー等の精度向上・低価格化により、運転中の状態をより精緻に把握可能に。
これにより、運転中の腐食環境の状態を把握することで、寿命予測をさらに高精度化し、保安力の向上へ。
※ 加えて、企業からは国際競争力強化の観点で開放検査周期延長の拡大の要望あり。

 このため、専門家である高圧ガス保安協会（KHK）や学識経験者と「対象設備」、「適用要件」等を検討。
加えて事業者へのヒアリングによるニーズ・実態を調査。

CBMに基づいた開放検査周期を検討
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METI高圧ガス保安室

KHK特定認定事業者
（スーパー認定事業者）

学識経験者

木村雄二 名誉教授（工学院大学）
鴻巢眞二 名誉教授（茨城大学）
小川武史 教授（青山学院大学）

タスクフォースヒアリング
（ニーズ・実態の調査）

議論・検討
（対象、適用要件等の検討）

 安全を担保するための
適用要件等の検討

 ニーズ・実態調査

検討体制

運転状態等のデータの活用、安全を担保
するための適用要件を検討



周期12年
（KHK/PAJ/JPCA S 0851） 周期12年超（案） 周期12年超

要件追加等の理由
開放検査周期 • 最大12年 • 最大 余寿命×0.5
対象者 • 認定事業者

• 特定認定事業者（スーパー認定
事業者）

• 特定認定事業者（スーパー認定事
業者）に限定

• 高度なリスク低減対策、IoT及びビッグデータ等の先進
的技術の導入等が求められ、高い保安力を有する特
定認定事業者に限定

損傷パターン • 減肉
• クリープ損傷
• 水素侵食
• き裂状欠陥

• 減肉に限定 • 他の劣化損傷と比較して精度の高い余寿命予測が
可能な減肉に限定

• 外部からの検査により内部の損傷状態の把握が可能
であることが必要条件

環境の監視 ー • 腐食環境を監視できること • 減肉の要因となる運転中の腐食環境の変化を常時
又は定期的に確認することを新たに要求

運転実績・検
査実績

• 運転実績 2年以上
• 開放検査 2回以上

• 長期的な運転実績及び開放検査実
績があること

• 長期的な運転実績と検査実績から損傷パターン等を
確認できていることを要求

評価体制 • 開放検査周期設定のための組織
（評価区分Ⅰ）

※一部評価区分Ⅱの体制が必要

• 開放検査周期設定のための組織
（評価区分Ⅱ）

• 腐食環境の状態等を踏まえた、より高度な評価を行う
ため、組織要員となるための要件（資格、実務経
験）レベルの高い評価区分Ⅱを要求

本社の監査等 • 評価結果に対する本社の監査
• データの提出
• 必要な基準類の整備等

• 周期延長の責任を明確にするため評価結果に対する
本社の関与を新たに要求、余寿命予測等に関する
データの提出、その他必要な基準類の整備等を要求

CBMを取り入れた開放検査周期の拡大
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限
定

追
加

 検討の結果、従来の検査記録による評価に加え、データを活用した腐食等の要因となる環境変化（状態）の把握
を通じ、より信頼性の高い設備管理を実現できることが分かった。

 このため、従来の検査方法に新たにCBMの考え方を取り込むことで、現行の開放検査周期の上限（12年）を越
えた場合でも、しっかりと安全性が担保できると考えられる。

 ただし、スーパー認定事業者のみを対象とする等、一定の要件を追加で課すとともに、事業者がこの要件を満たし
ているかをKHKが事前に審査することを条件に、開放検査周期を12年超に設定することを認めていくこととする。



令和元年台風第１５・１９号に係る対応
（高圧ガス充てん所等からの容器流出）

令和元年11月20日
経済産業省

産業保安グループ
高圧ガス保安室
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令和元年台風第１５・１９号での対応（高圧ガス容器の流出）

 台風第15号、第19号は、強い勢力を維持したまま関東地方に上陸し、関東、甲信、及び東北地
方を中心に記録的な大雨をもたらした。浸水により、神奈川県、埼玉県、宮城県、福島県、栃木
県内の海・河川沿いに位置する複数の高圧ガス充てん所等から、合わせて約600本(空容器を含
む)の産業ガスやLPガス等の高圧ガス容器が流出し、海・河川沿いに広く散乱。

 経済産業省は、流出情報を覚知後速やかに、ホームページやツイッターで、流出した高圧ガス容器の発見時
の対処法(触れない、火気使用しない、協会に連絡等)に関する注意喚起を実施。

 関係省庁局長級会議等において注意喚起、海上保安庁等に対し回収に向けた協力を要請。

 昨年度の「平成30年７月豪雨」での被害を踏まえ、業界の自主基準が見直された。今般、当該自主基準の
更なる見直しの検討及び周知徹底を業界団体に対し指導したところ。

発災直後の業界団体の対応 容器が流出した充てん所

高圧ガス充てん所等の関係業界である日本
産業・医療ガス協会（JIMGA）、全国LPガス
協会は、海上保安庁や警察及び消防の協力を
得て回収を進め、10月24日時点で約560本の
容器を回収。
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赤線まで浸水
（約180cm）



（参考）経済産業省ホームページ上での注意喚起文
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 流出した高圧ガス容器の発見時の対処法(触れない、火気を使用しない、容器所有者ま
たは協会に連絡等)に関する注意喚起文をホームページ上に掲載。
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